
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成29年度指宿市地域青少年体験事業の手引き 

《問合せ先》 
指宿市教育委員会 社会教育課 社会教育係 

TEL 0993-23-5100 FAX 0993-23-5000 

〒891-0403 指宿市十二町2290番地（時遊館COCCOはしむれ内） 
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平成29年度指宿市地域青少年体験事業補助金申請の流れ 

平成29年度指宿市地域青少年体験事業補助金申請の様式 
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地域の教育力向上を図りながら，青少年の体験活動の機会を増やすことで，地域が育む

「いぶすきっ子」の育成，青少年の「社会を生き抜く力」を養成することを目的とし，指

宿市内の地域団体や青少年育成団体等が実施する青少年を対象とした体験活動を内容と

する事業に予算の範囲内で補助金を交付します。 

 

 

 

 補助金の種類と補助対象となる団体は以下のとおりです。 

◆地域塾型補助金 

（１）指宿市内の指宿市子ども会育成連絡協議会に登録している校区子ども会（各校区 

  内の単位子ども会の連合体を含む） 

（２）指宿市ＰＴＡ連合会又は指宿市ＰＴＡ連合会加入の単位ＰＴＡ 

（３）指宿市内の区又は校区自治公民館連絡協議会 

◆ふるさと探検・親子ふれあい型補助金 

（１）～（３）以外の団体で，青少年の健全育成に資する団体として教育委員会が認め

る指宿市内の団体 

   ※「青少年の健全育成に資する団体」とは，青少年健全育成を目的とした社会教育

団体（スポーツ関係団体を除く）や年間を通して青少年の健全育成に関する事業活

動を実施している団体（スポーツ関係団体を除く）です。 

 

 

 

◆補助対象となる体験事業の形態について 

  補助対象となる体験事業は，１０名以上の青少年が参加し，概ね６時間以上の活動を

行うことを条件とします。 

 

◆対象となる青少年の範囲について 

原則，指宿市内在住の小学校１年生から高校３年生までの子どもたち。又は４月１日

現在で年齢が６歳から１７歳までの子どもたちが対象になります。 

◆事業の内容について 

市内または区・校区公民館区域内に居住する青少年を対象としたもので，以下のよう

な事業が補助対象になります。 

（１）地域内の年齢の異なる子どもたちが活動する事業 

（２）地域内の子どもたちと大人たち（親子を含む）が広く交流する事業 

（３）地域内の子どもたちが主体的に企画・運営する事業 

なお，具体的な活動例には以下のようなものがあります。 

・自然体験活動（キャンプ，自然・天体観察等） 

・生活体験活動（料理教室，自炊体験，宿泊体験等） 

・歴史伝統知恵の継承活動（地区史跡めぐり，門松づくり等） 

・科学・工作体験活動（科学実験教室，工作教室等） 

平成２９年度指宿市地域青少年体験事業について 

１ 趣 旨 

２ 補助金の種類と補助対象団体について 

３ 補助対象となる体験事業の内容等について 
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補助対象となる経費は，補助事業の目的を達成するために直接必要とする経費です。 

ただし，備品購入費，交際費，慶弔費，懇親会費，積立金，他団体への負担金，補助 

金，予備費等は補助の対象としません。なお，具体的な経費例は以下のとおりです。 

 （１）講師謝金（交通費含む） 

 （２）使用料や会場設営費 

 （３）消耗品費（文房具等） 

 （４）印刷製本費（コピー代，用紙代，インク代など） 

 （５）保険料（イベント保険料） 

 （６）材料費 

 （７）補助対象にならない経費以外でその他必要と認められる経費 

    ※補助対象になるかどうか不明なときは，事前に社会教育係までお問い合わせ 

ください。 

  

 
 ◆補助対象期間について 

補助対象期間は平成２９年７月 日から平成３０年２月２８日までです。この期間以

外で実施した体験事業は補助の対象外になります。 

 ◆補助金額について 

 ４に記載した補助の対象となる経費の合計額を補助基本額として，下の表の事業区

分・参加人数区分ごとに，補助基本額に補助率を乗じた額（1,000円未満の端数は切

り捨て）を補助します。なお，事業区分ごとに補助金の限度額を設定しています。 

事業区分 参加人数（青少年） 補助率 限度額 

地域塾型 10人以上 1/1以内 30,000円 

ふるさと探検・親子ふれ

あい体験型 

20人以上40人未満 2/3以内 60,000円 

40人以上 1/2以内 100,000円 

【計算例１】 

  子どもたち25人でふるさと探検型事業を実施。補助対象経費の合計額が93,4２5円の場合。 

  ⇒ 93,4２5円×２／３≒62,283円≒62,000円 

  ⇒ 60,000円（限度額）を補助します。 

【計算例２】 

  子どもたち45人で親子ふれあい体験型事業を実施。補助対象経費の合計額が28３,２65円の場合。 

  ⇒ 28３,２65円×1／2≒141,632円≒141,000円 

  ⇒ 100,000円（限度額）を補助します。 

 ◆補助回数及び補助金申請の締切について 

補助期間中に補助金を交付できるのは，１団体につき１回を限度とします。 

また，補助金は，補助金申請累積額が本年度の補助金予算額に達した時点で締め切り

ます。（適正な補助金交付申請を受理した順に，補助金申請の累積額を積算していきま

す。申請前に申請可能かどうかお問い合わせ下さい。） 

 

 

 

 

５ 補助対象期間，補助金額について 

４ 補助対象となる経費について 
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◆補助金申請手続きについて 

 補助金申請に関する手続は，指宿市補助金等交付規則（別冊参照）に基づいて行いま

す。 

◆補助金申請など，書類作成にあたってご注意いただくこと 
  ・印鑑は全ての書類（申請から実績報告・請求まで）に，全て同じ印鑑を使用してく 

ださい。※代表者の印鑑でよいです。 

 ・領収書（レシート）は，必ず購入した品目，数量，単価がわかる明細を添付してく 

 ださい。 

・領収書がない場合は，補助金の計算，補助金が確定ができませんので，補助の対象 

外になります。 

・謝金を支払った場合は「支払証明書」で代用が可能です。 

・領収書のあて名は，「団体名」を記載するようにしてください。 

  ・実績報告書の写真は，子どもたちが体験していることがわかる証拠になりますの 

で，集合写真などではなく，体験活動をしている様子を撮影してください。 

   

 
◆体験活動を実施する上での注意点 

 体験活動は，単に個人的に楽しむ活動ではなく，人や周りの環境と接しながら行う社

会的な活動ともいえます。 

ルールやマナーの必要性は人と人との交わり，あるいは人と自然環境とのかかわりか

ら生じます，体験活動中は，社会的なルールやマナーをしっかりと守りましょう。また ,

安全・安心な体験活動を実現するために，以下の事なども念頭に活動を実施するように

しましょう。 

（１）危険予見義務 

→下見など事前調査，天候把握，食中毒やアレルギー，健康状態把握など 

（２）危険回避義務 

→危険箇所喚起，安全教育指導者の配置，危険回避判断，事故対応，二次災害対 

応など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

６ 補助金申請手続，書類作成について 

７ その他注意点等 
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行  程 
市民のみなさん（補助事業者：体
験活動を実施する団体） 

指宿市教育委員会社会教育課 

１ 企画・計画 

○自分たちで出
来る体験活動に
ついての話し合
い，計画する。 

 

 

 

 

２ 補助金申請 

○企画・計画し
た内容にもとづ
いて，補助金申
請をする。 

 

 
①補助金等交付申請書（第１号様式） 
②事業計画書（第２号様式） 
③収支予算書（第３号様式） 

 ④団体概要書又は規約 
 
 
※体験事業を実施する前に，前金で補助
金を支払う（前金払申請が必要）ことも
できます。事前に社会教育課にご相談下
さい。 

 

3 体験事業実施 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

４ 実績報告 

 
○実施した体
験事業につい
て実績報告書
を作成する。 

 

 
⑥補助金等交付実績書（第13号様式） 
⑦事業実績書（第14号様式） 

 ⑧収支決算書（第15号様式） 
 ⑨開催案内・チラシ等 
 ⑩領収書の写し 
 ⑪体験活動の写真 
 ⑫参加者名簿 
 ⑬請求書（実績払いのみ） 

 

 

 

 

※事業内容が変更になったり，事業を中止する場合には，社会教育課社会教育係へご連
絡下さい。 

子どもたちや親子の体験活動をみ
んなでやってみたいなあ？ 

体験事業の計画・企画 

・補助金交付関係書類の作成と申請 
社会教育課 
0993-23-5100 
（時遊館COCCOはしむれ内） 

《注意》本年度の市の予算額は
77万円程度です。申請の額が市
の予算額に達した時点で，本年度
申請受理は終了となります。 

 

必要があれば社会教育課に
ご相談ください。 
0993-23-5100 
（時遊館COCCOはしむれ内） 

《申請書正式受理後》 
・補助金交付決定 
⑤第４号様式 

（補助金額の決定・通知書送付） 

・補助金交付決定通知書の受理 

社会教育課 
0993-23-5100 
（時遊館COCCOはしむれ内） 

 ・実施内容の確認 

 ・実績報告書の点検・確認 

 
・補助金交付確定 
⑮第16号様式 

（補助金額の確定・通知書送付） 
・補助金の交付 
（団体の指定口座に振込） 

・体験事業（補助事業）の実施 

・補助金交付確定通知書の受理 
・補助金の受領 

※前金払をしている場合は通知書受理

のみになります。 

・補助金交付関係書類の作成と申請 

１か月くらい 

15日後くらい 

平成２９年度指宿市地域青少年体験事業補助金申請の流れ 

・補助金等実績報告書の作成・提出 

社会教育課には，体験活動に貸出
できるテントや飯ごう容器など
があります。予約のうえご活用下
さい。詳しくは社会教育課にご相
談ください。 
0993-23-5100 
（時遊館COCCOはしむれ内） 
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１ 補助金等交付申請書（第１号様式） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成２９年度指宿市地域青少年体験事業補助金申請の様式 
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記入例 
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２ 事業計画書（第２号様式） 
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記入例 
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３ 収支予算書（第３号様式） 
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記入例 
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４ 団体概要書（任意様式） 
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５ 補助金等前金払（概算払）申請書（第17号様式） 
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記入例 
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６ 請求書（実績払兼用様式） 

記入例 
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７ 補助金等交付実績書（第１３号様式） 
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記入例 
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８ 事業実績書（第１４号様式） 
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記入例 
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９ 実績報告書（別添の任意様式例） 

作成例 
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９ 収支決算書（第１５号様式） 
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記入例 
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１０ 補助金等事業計画変更承認申請書（第５号様式） 
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１１ 変更事業計画書（第６号様式） 
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１２ 変更収支予算書（第７号様式） 
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平成２９年度指宿市地域青少年体験事業実施要領 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

関係資料 

平成２９年度指宿市地域青少年体験事業実施要領 
 
（趣旨） 
第１ この要領は，地域の教育力向上を図りながら，青少年の体験活動の機会を増やすことで
地域が育む「いぶすきっこ」の育成，青少年の「社会を生き抜く力」を養成することを目的
とし，指宿市内の地域団体や青少年育成団体等が実施する青少年を対象とした体験活動を内
容とする事業（以下「体験事業」という。）に予算の範囲内で補助金を交付する事業（以下
「補助事業」という。）に関し必要な事項を定める。  

 
（実施期間） 
第２ 本事業の実施期間は，平成２９年７月 日から平成３０年２月２８日までとする。  
 
（用語の定義） 
第３ この要領において次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。  

（１）校区 指宿小学校区，魚見小学校区，柳田小学校区，丹波小学校区，今和泉小学校区，
池田小学校区，山川小学校区，大成小学校区，徳光小学校区，利永小学校区，開聞小学
校区，川尻小学校区をいう。 

 （２）区・校区住民自治協議会 指宿市自治公民館連絡協議会の構成員として登録されてい
る，区又は校区自治公民館連絡協議会をいう。 

（３）青少年 小学校１年生から高校３年生までの者又は補助事業を実施する当該年度の４
月１日現在の年齢が６歳から１７歳までの者をいう。  

（４）体験事業 第４の各号に掲げる対象団体が，地域の青少年を対象とした活動であって，
自然体験活動（キャンプ，自然・天体観察等），生活体験活動（料理教室，自炊体験，
宿泊体験等），歴史伝統知恵の継承活動（地区史跡めぐり，門松づくり等），科学・工
作体験活動（科学実験教室，工作教室等）等をいう。  

 
（対象となる団体） 
第４ 補助事業を実施し，補助金の交付の対象となる団体（以下「補助事業者」という。）は，
次の各号に掲げる団体とする。 

 （１）指宿市内の指宿市子ども会育成連絡協議会に登録している校区子ども会（各校区内の
単位子ども会の連合体を含む） 

 （２）指宿市立ＰＴＡ連合会又は指宿市ＰＴＡ連合会加入の単位ＰＴＡ  
（３）指宿市内の区又は校区自治公民館連絡協議会  

 （４）その他青少年の健全育成に資する団体として教育委員会が認める指宿市内の団体  
 
（教育委員会が認める団体） 
第５ 第４の第４号の教育委員会が認める団体は，指宿市内の青少年健全育成を主たる目的と
して設置された社会教育団体又は年間を通じて市内の青少年健全育成に関する事業活動を実
施している団体で，団体規約等を定め適切な事業実施を主体的に実施する団体とする。  

 
（対象となる事業） 
第６ 補助事業の対象となる事業内容は，次の各号に掲げるいずれかに該当する事業とする。  
 （１）地域塾型 市内又は区・校区公民館の区域を範囲とする地域に居住する青少年を対象

とした体験事業で，地域の子どもたちの異年齢集団が活動する事業，地域の子どもたち
と大人（親子を含む）が広く世代間交流できる事業，子どもが主体的に企画・運営する
事業 

 （２）ふるさと探検・親子ふれあい型 第４の第４号に掲げる補助事業者が実施する体験事
業で，市内又は区・校区公民館の区域を範囲とする地域に居住する青少年，親子等を対
象とした体験事業 

 
（事業形態） 
第７ 補助事業の対象となる事業は，当該事業に参加する青少年の数が１０名以上で，概ね６
時間以上の活動を行う事業とする。 
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（補助金交付の対象となる経費） 
第８ 補助金交付の対象となる経費は，補助事業の目的を達成するために直接必要と認められ
る経費とし，備品購入費，交際費，慶弔費，懇親会費，積立金，他団体への負担金，補助金，
予備費等は，補助の対象としない。 

 
（補助金額等） 
第９ 補助金額は，第８に定める補助金交付の対象となる経費の合計額を補助基本額とし，下
表に定める補助事業区分及び参加人数の区分ごとの限度額を範囲とし，補助基本額に補助率
を乗じて得た額を補助金額とする。 

事業区分 参加人数（青少年） 補助率 限度額 
地域塾型 10人以上 1/1以内 30,000円 

ふるさと探検・親子ふれあい体験型 
20人以上40人未満 2/3以内 60,000円 
40人以上 1/2以内 100,000円 

２ 前項の区分により算出して得た額に，1,000円未満の端数が生じたときは，これを切り捨て
るものとする。 

３ 一の会計年度において交付する補助金の回数は，１補助事業者につき１回を限度とする。  
 
（補助金交付等の手続） 
第１０ 補助事業の補助金交付等に関する手続は，指宿市補助金等交付規則（平成１８年指宿
市規則第３８号。）（以下「補助金交付規則」という。）に基づき行うこととする。  

 
（補助事業の遂行） 
第１１ 補助事業者は，善良なる管理者の注意をもって補助事業を実施しなければならない。  
 
（補助金交付決定の取消し又は補助金の返還） 
第１２ 補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は，補助金交付決定を取り消し，又
は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還するものとする。  

 （１）申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。  
 （２）補助事業等の施行について不正の行為があったとき。（補助金を他の用途へ使用した

とき等） 
 （３）補助事業等の施行方法が不適当と認められたとき。  
 （４）交付決定の際に付した条件，その他の指示に違反したとき。 
 （５）その他，補助金交付規則及びこの実施要領の規定に違反したとき。  
 
（補助事業の窓口） 
第１３ 補助事業に関する申請及び相談の窓口は指宿市教育委員会社会教育課社会教育係と
し，関係書類の申請，受理等の連絡窓口は指宿市内各校区公民館とする。  

 
（補則） 
第１４ この要領に定めるもののほか，補助事業の実施に関し必要な事項は教育長が定める。  
 
  附則 
この要領は平成２９年 ７月 日から施行する。 
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指宿市補助金等交付規則 
平成18年１月１日 

規則第38号 
（趣旨） 
第１条 市長は，団体及び個人が行政の振興及び公益上必要があると認める各種事業を実施す
るに要する経費に対し，予算の範囲内において，補助金等を交付するものとし，その交付に
関しては，別に定めるものを除き，この規則に定めるところによる。  

 
（定義） 
第２条 この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に掲げるところによる。 

(１) 補助金等 市が交付する補助金，助成金その他これらに類する相当の反対給付を受け
ない給付金をいう。 

(２) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。  
(３) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。 

 
（補助対象及び補助率等） 
第３条 補助対象及び補助率等は，毎年市長が定めるものとする。  
 
（補助金等の交付の申請） 
第４条 補助金等の交付を受けようとする補助事業者等は，補助金等交付申請書（第１号様式。
以下「交付申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて，市長に提出しなければならない。 
(１) 事業計画書（第２号様式） 
(２) 収支予算書（第３号様式） 
(３) 工事の施行にあっては，実施設計書 
(４) その他市長が必要と認める書類 

 
（補助金等の交付の決定） 
第５条 市長は，前条の交付申請書を受理したときは，補助事業等の目的及び内容が適正であ
るかどうか，金額の算定に誤りがないかどうか等を審査し，補助金等を交付することが適当
であると認めたときは，速やかに当該補助金等の交付を決定し，その旨を補助金等交付決定
通知書（第４号様式。以下「決定通知書」という。）により，当該交付申請書を提出した補
助事業者等に通知するものとする。 

２ 市長は，補助金等の交付の決定をする場合において，補助金等の交付の目的を適正に達成
するため必要があると認めるときは，必要な条件を付することができる。  

 
（補助事業等の内容変更） 
第６条 補助事業者等は，補助金等の交付の決定の通知を受けた補助事業等の内容，補助対象
経費その他申請に係る事項の変更をしようとするときは，補助金等事業計画変更承認申請書
（第５号様式）に次に掲げる書類を添えて，市長に提出し，その承認を受けなければならな
い。 
(１) 変更事業計画書（第６号様式） 
(２) 変更収支予算書（第７号様式） 

２ 前項の承認は，計画変更により補助金等に変更を生じた場合は，補助金等変更交付決定通
知書（第８号様式），その他にあっては，補助金等事業計画変更承認通知書（第９号様式）
により通知する。 

 
（申請の取下げ） 
第７条 補助金等の交付の申請をした者及び補助事業等の内容等の変更の申請をした者は，前
２条の規定による通知を受けた場合において，当該通知に係る補助金等の交付若しくは交付
の変更の決定の内容又はこれらに付された条件に不服があるときは，決定通知を受けた日か
ら起算して10日を経過する日までに，市長と協議して申請を取り下げることができる。  

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは，当該申請に係る補助金等の交付の決定は，
なかったものとみなす。 

 
（事情変更による決定の取消し等） 
第８条 市長は，補助金等の交付の決定をした場合において，その後の事情の変更により特別の必

要が生じたときは，当該補助金等の交付の決定の一部若しくは全部を取り消し，又はその決定し
た内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。 
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２ 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は，次の各号のいず
れかに該当する場合に限るものとする。 
(１) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により，補助事業等の全部
又は一部を継続する必要がなくなったと認められる場合  

(２) 補助事業等の完成の見込みがないと認められる場合  
 
（工事の着手又は完成の報告） 
第９条 工事を伴う補助事業等を行う補助事業者等は，当該工事に着手したとき，又は当該工
事を完成したときは，工事着手（完成）報告書（第10号様式）により，その旨を報告しなけ
ればならない。 

 
（補助事業等の補助金等交付決定前着手）  
第10条 補助事業者等は，やむを得ない事情により補助金等の交付の決定前に事業に着手する
必要があるときは，補助金等事前着手承認申請書（第11号様式）を市長に提出し，その承認
を受けなければならない。 

２ 前項の承認は，補助金等事前着手承認通知書（第12号様式）により通知するものとする。 
 
（補助事業等の遂行） 
第11条 補助事業者等は，補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指
示に従い，善良なる管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。  

 
（状況報告等） 
第12条 市長は，補助事業者等に対し，補助事業等の遂行状況に関する報告を求めることがで
きる。 

 
（指示等） 
第13条 市長は，補助事業等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されてい
ないと認めるときは，当該補助事業者等に対し必要な指示をすることができる。  

 
（実績報告） 
第14条 補助事業者等は，補助事業等が完了したときは，直ちに補助金等実績報告書（第13号
様式。以下「実績報告書」という。）に次に掲げる書類を添えて，市長に提出しなければな
らない。 
(１) 事業実績書（第14号様式） 
(２) 収支精算書（第15号様式） 
(３) その他市長が必要と認める書類 

 
（補助金等の額の確定） 
第15条 市長は，前条の実績報告書を受けた場合は，関係書類を審査し，又は必要に応じて現
地確認検査等を行い，事業の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合
すると認めたときは，補助金等交付確定通知書（第16号様式。以下「確定通知書」という。）
により補助事業者等に通知する。 

 
（是正のための措置） 
第16条 市長は，実績報告書を受理した場合において，その報告に係る補助事業等の成果が補
助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは，当該補助事
業等につき，これに適合させるための措置を取るべきことを当該補助事業者等に対し，命ず
ることができる。 

２ 第13条の規定は，前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。  
 
（補助金等の交付の請求） 
第17条 補助事業者等は，確定通知書を受理したときは，補助金等の交付の請求をすることが
できる。 

２ 補助金等の交付を請求しようとする補助事業者等は，市長が別に指定する請求書に，市長
が必要と認める書類を添えて，市長に請求しなければならない。  
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（補助金等の前金払又は概算払） 
第18条 補助金等の交付の決定を受けた補助事業等について，補助金等の前金払又は概算払を
受ける必要がある補助事業者等は，補助金等前金払（概算払）申請書（第17号様式）により，
市長に申請しなければならない。 

２ 市長は，前項の申請書を受理したときはその内容を審査し，補助金等の前金払又は概算払
することが適当であり，かつ，財政経理上支障がないと認めたときは，当該補助金等の交付
決定額の範囲内において交付する。 

３ 前条の規定は，補助金等の前金払又は概算払する場合について準用する。この場合におい
て，同条第１項中「確定通知書」とあるのは「第18条第２項の規定による通知」と読み替え
るものとする。 

 
（決定通知の取消し又は補助金の返還） 
第19条 市長は，補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は，当該補助金等に係る
決定通知を取り消し，又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることが
できる。 
(１) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき。  
(２) 補助事業等の施行について不正の行為があったとき。  
(３) 補助事業等の施行方法が不適当と認められたとき。  
(４) 決定通知の内容又はこれに付した条件その他市長の指示に違反したとき。  
(５) その他この規則の規定に違反したとき。 

 
（財産の処分の制限） 
第20条 補助事業者等は，補助事業等の実施により取得し，又は効用の増加した財産を当該補
助金等の交付の目的に反して使用し，譲渡し，交換し，貸し付け，又は担保に供してはなら
ない。ただし，市長の承認を受けたときは，この限りでない。  

 
（立入検査等） 
第21条 市長は，補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の決定の適正化を図るため必
要があると認めるときは，補助事業者等に対して報告を求め，又はその職員をして補助事業
等の実施状況を調査し，若しくは帳簿，書類その他の物件を検査させることができるものと
する。 

 
（書類等の整備） 
第22条 補助事業者等は，補助事業等に係る経費の収支の状況を明らかにするために必要な帳
簿及び書類を備え付け，整備しなければならない。  

２ 前項の備付け書類は，事業完了後５年間保存しなければならない。 
 
（補助金等の交付手続の特例） 
第23条 市長は，補助事業等が完了した場合でなければ交付決定のでき難い補助金等であって，
精算により交付することとなるものについては，特例として，次により補助金等を交付する
ことができる。 
(１) 第４条の交付申請書（第１号様式）に添付すべき書類は，事業実績書（第14号様式），
収支精算書（第15号様式）及びその他市長が必要と認める書類とし，第14条に規定する実
績報告の手続は併せて行われたものとみなす。 

(２) 第５条に規定する補助金等の交付決定及び第15条に規定する補助金等の額の確定は，
同時に行うものとし，補助金等交付決定及び交付確定通知書（第18号様式）により，補助
事業者等に通知するものとする。 

 
（その他） 
第24条 この規則に定める事項のほか，必要な事項は，市長が別に定める。  

附 則 
（施行期日） 
１ この規則は，平成18年１月１日から施行する。 
（経過措置） 
２ この規則の施行の日の前日までに，合併前の山川町補助金交付規則（昭和57年山川町規則
第143号）又は開聞町補助金交付規則（昭和62年開聞町規則第８号）の規定によりなされた
処分，手続その他の行為は，それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。  


